
平成２１年７月２７日

「建設業取引適正化センター」の設置について

建設工事の請負契約をめぐるトラブル等に対応する相談窓口として 「建設業取引適正、

化センター」を開設します。

１．事業の概要

建設工事の請負契約をめぐるトラブルについて、注文者や建設業者の皆様が「建設業

取引適正化センター（以下「適正化センター」といいます 」に相談を申し込むことに。）

より、弁護士等の相談指導員に無料で相談ができます。

２．実施方法

適正化センターの職員が、相談者から受けた相談について、その内容に応じて相談に

対応する相談指導員を選定し、面談の日時を調整します。

相談者は指定の日時に相談指導員と面談し、アドバイスを受けることができます。

３．利用手続

(1)取扱う相談の範囲

建設工事の請負契約に関連したトラブル等に係る相談全般

(例)・代金の支払時に減額されトラブルになっている。

・建設業法や関係法令に違反するおそれのある行為を元請業者から受けている。

(2)相談日、開設時間

原則、毎日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く）

午前１０時～１２時 ，午後１時～４時

(3)相談時間等

１相談者１時間以内を目安とします。相談は無料です。

(4)相談場所及び申込先

・建設業取引適正化センター東京

東京都港区赤坂３－２１－２０ 赤坂ロングビーチビル３Ｆ

電話０３－６２２９－１４８８

・建設業取引適正化センター大阪

大阪府大阪市中央区上町Ａー１２ 上町セイワビル３Ｆ

電話０６－６７６７－３９３９

４．開設日

平成２１年７月２９日（水）

５．適正化センターの設置主体は、(財)建設業適正取引推進機構です。

【問合せ先】

総合政策局建設業課

課長補佐 中村、許可係長 安藤

03(5253)8111(代) (内線24715,24718)






